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年金事務所が調査にやってくる前に！
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事前対策提案料
11,000円(税込）

●年金事務所から通知が届きます
会社が社会保険に未加入の場合は、年金事務所から委託された調査員が会社を訪問してくる場合があります。

●年金事務所の調査では何を見る？⇒ 社会保険料を徴収することが目的です！
①パート・アルバイト・フリーターが適正に社会保険に加入しているか。
②入社時から社会保険に加入しているか、試用期間は未加入になっていないか。
③入社時の報酬の申告が合っているか。＊取得時報酬訂正を指導される。
④毎年7月に行われる算定基礎届が適正に処理されているか。
⑤固定給の変動に伴い月額変更届が提出されているか。
⑥通勤手当などの手当も社会保険料の基礎となる標準報酬に含めているか。
⑦賞与支払届の提出漏れや届出に誤りがないか。
⑧臨時に支払われた手当があれば「賞与」とみなされる。

●恐怖！会計検査院調査
年金事務所の調査に会計検査院がセットで調査に来ると非常に厳しい調査になります。
もし、未加入者がいたら容赦なく2年間遡って社会保険料を納付しなければならないのです。

●実例 2年間遡って強制加入！
飲食業の会社では10人の未加入のパートさんが2年も遡って社会保険に強制加入させられた結果、保険料は7,146,240円！!
延滞金も年14.6％の割合で徴収されました。

●調査前の準備
事前準備が大事です！調査の前に調査官への対応方法や準備する書類、今からでも間に合う対処方法などをご提案致します。
＊調査立会や書類作成などは行いません。


